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各都道府県建設業協会会長 殿 

 

 

社団法人 全国建設業協会 

会 長  淺 沼 健 一 

〔公 印 省 略〕 

 

 

低炭素型建設機械の認定に関する規定の改正の周知について 

 

 

 拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会の活動に対しまし

て格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 国土交通省では、標記規定に基づき、平成 22 年度より国土交通省が認定した建設機

械を取得する際の融資制度を行っておりますが、電動建設機械による CO2 排出削減を

図るため、規定を改正した旨、通知がありました。 

 つきましては、貴会傘下会員に対し、周知方お願いいたします。 

 
以 上 

（担当：事業部 吉田） 


























